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地方独立行政法人那覇市立病院地方独立行政法人那覇市立病院地方独立行政法人那覇市立病院地方独立行政法人那覇市立病院平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度年度年度年度年度計画計画計画計画    

    

第１ 市民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 

１ 診療機能の充実 

 

(1) 救急医療体制の充実・強化 

 

① 小児救急をはじめとする救急医療体制の維持・充実 

  地域の医療機関や琉球大学と連携して、夜間・休日の医師等を確保

し、常時小児科医を配置した 365 日 24 時間救急医療体制の維持・充実

を図る。 

 

② 消防との連携強化 

 消防との連絡調整会議、 症例検討会や、救急救命士に対する教育実

習等を実施し、連携を強化する。また、救急患者の受け入れを円滑に

行うため空床状況の把握等、病床管理の徹底を図る。 

  

  ③  新型インフルエンザ対策 

平成 21 年度に構築した新型インフルエンザ対応の救急診療体制を 

那覇市医師会および沖縄県看護協会の協力を得ながら今後も維持・強

化を図る 

 

(2) 高度医療の充実 

 

① 高度医療の充実 

  高度で専門的な医療を実施するため脳卒中センターを開設し、脳卒

中疾患患者の治療を強化する。 また、NICU、GCU の機能を強化し、ハ

イリスク新生児の受け入れ体制の充実を図る。 

 

      

 区  分 平成 22 年度目標値 

脳卒中疾患患者数 ４４０人 

 ハイリスク新生児 ８０人 

 

② 高度医療機器の計画的な更新・整備 

   医療機能の向上のため、MRI または血管造影装置を更新する。 

    

(3) がん医療水準の向上 

  

① 地域がん診療連携拠点病院としての機能強化 
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   多様な医療職が参加するキャンサーボードを設置し、質の高いがん

診療を提供するとともに緩和ケアの充実を図る。また、がん地域連携

パスの運用を進める。 

   

区  分 平成 22 年度目標値 

キャンサーボードチーム ４チーム 

連携パス(5 大がん) 30 人 

緩和ケア相談  80 人 

 

② がんに関する情報の市民への普及・啓発 

地域住民に対し、がんフォーラム等の講演会を年 2 回開催し、がん

に関する情報の普及・啓発に努める。 

 

(4) 地域医療機関との連携・強化 

 

① 地域医療支援病院の名称取得 

  地域医療の中核病院として地域の病院、診療所などを後方支援する 

ため、医療機関の機能の役割分担と連携を強化し、平成 22 年度中に

地域医療支援病院の認定を目指す。 

 

ア）紹介率 60％以上、逆紹介率 30％以上を維持する。 

イ）地域医療全体のレベルアップを目指し施設・設備の地域医療機関

との共同利用を促進する。 

ウ）開放病床の積極的な利用推進 

エ）地域の医療従事者の資質の向上を図るため各種研修会を開催す 

る。 

   オ）地域医療機関との連携を強化するため総合相談センターから地

域医療連携室を分離独立させ、事務職を増員する。 

 

区  分 平成 22 年度目標値 

紹介率 ６０％以上 

逆紹介率 ３０％以上 

開放病床利用率 ５０％以上 

＊地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率                
  

② 地域医療への貢献 

地域医療への貢献として、すでに導入している脳卒中地域連携パスの

他、がん地域連携パス、大腿骨頸部骨折地域連携パスの導入を進め、

地域医療機関との連携の充実に努める。 
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区  分 平成 22 年度目標値 

脳卒中連携パス      １５０人 

がん連携パス       ３０人 

大腿骨頚部骨折連携パス       ３０人 

 

   

 (5) 医療スタッフの確保、専門性及び医療技術の向上 

 

① 医療スタッフの確保 

・  

（ア） 医師の人材確保 

医療水準を向上させるため、琉球大学との連携の強化や公募による

採用等を活用しつつ、優秀な医師の確保に努めるとともに、臨床研修

のプログラムの充実等により教育研修体制の充実を図り、臨床研修医

及び後期研修医を育成する。 

(イ） 看護師及び医療技術職員の人材確保 

      看護水準及び医療技術水準を維持・向上させるため、関係教育機

関等との連携を強化し、優れた看護師及び医療技術職員の確保に努

める。 

・ 特に平成22年度は脳血管疾患等の患者のリハビリテーションを

強化するため作業療法士、理学療法士、言語聴覚士を増員する。 

(ウ） 育児支援による人材確保 

子育て支援のため、出産後も勤務しながら子育ての不 

安解消、負担軽減のために院内保育所および子育て支援制度や介

護休業制度を維持していく。 

        

 

② 専門性及び医療技術の向上  

 ・栄養障害を生じている入院患者及びそのリスクの高い患者に対し、 

多職種からなるチームを編成し、栄養状態の改善の取り組みを行う 

ために看護師、管理栄養士、医師、薬剤師を栄養管理に関する研修 

を受講させる。 

 

 ・呼吸器装着の入院患者の管理を多職種のチームで取り組むため、人

工呼吸器管理等について看護師に専門研修を受講させる   

 

・緩和ケアの質の向上や緩和ケアチームによる診療の充実をはかるた

め医師、看護師および薬剤師に緩和ケアの専門研修を受講させる。 

 

 

  



                              4  

 (6) 医療サービスの効果的な提供 

  より短い期間で効果的な医療を提供し、患者負担の軽減にも寄与で

きるよう、クリニカルパスの導入、作成を促進してきたが目標件数を

達成したので今後は運用実績の増加を図っていく。 

 

区  分 平成 22 年度目標値 

院内クリニカルパス運用実績    １５００人      

 

 

(7) より安心で信頼できる質の高い医療の提供 

 

① 医療安全対策の徹底 

ア 市民に信頼される良質な医療を提供するため、医療安全管理委員

会においてインシデント・アクシデントに関する情報の収集・分析

に努める。また、医療安全対策を徹底するため総合相談センターか

ら医療安全管理室を分離独立させる。 

イ 患者、家族等の安全や病院職員の健康の確保のため、院内感染委

員会において、感染源や感染経路などに応じた適切な院内感染予防

策を実施するなど院内感染対策の充実を図る。また、院内感染対策

を徹底するため感染防止対策室を設置する。 

ウ 医薬品安全管理者が、医薬品の安全使用のための業務手順書作成

や職員研修を実施し、定期的確認と記録作成を行う。また医薬品の

情報収集を行い、必要な情報を医薬品を取り扱う職員に周知する。 

エ 医療機器安全管理責任者が、医療機器の情報収集を行い安全使用

を目的とした改善方策を行う。また医療機器保守点検計画を作成し

医療機器の保守点検を徹底し、安全確保に努める。 

オ 臨床工学技士による機器の集中管理を行い機器の保守管理を徹底

する。 

 

② 患者中心の医療の実践 

ア インフォームド・コンセントの徹底 

医療の中心は患者であるという基本認識のもと、患者と家族の信頼

と納得に基づいた診療を行うため、検査及び治療の選択について患者

の意思を尊重したインフォームド・コンセントを一層徹底する。 

イ セカンドオピニオン体制の強化 

   患者等が治療法等を判断する際に、主治医以外の専門医の意見及

びアドバイスを求めた場合に適切に対応できるようセカンドオピニ

オンの充実に努める。 

 

③ 科学的な根拠に基づく医療の推進 
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客観的な根拠に基づき、個々の患者に最適な医療を選択し、より質の

高い医療を提供するため、科学的な根拠に基づく医療（EBM）を推進す

る。 

 

④ 退院サマリーの作成 

 診療記録の一部として重要な退院サマリー(医師が、入院患者の治

療経過を要約して退院後に作成した文書のこと。)の期限内記載の徹

底を図る。 

 

⑤ 法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） 

ア 市の医療機関としての使命を適切に果たすため、医療法をはじめ

とする関係法令を遵守することはもとより、内部規定の策定、倫理委

員会によるチェック等を通じて、役職員の行動規範と医療倫理を確立

する。 

 

イ 個人情報保護及び情報公開に関しては、那覇市個人情報保護条例

及び那覇市情報公開条例に基づき、市の機関に準じて適切に対応す

る こととし、カルテ（診療録）などの個人情報の保護並びに患者及

びその家族への情報開示を適切に行う。 

 

 

２ 患者サービスの向上 

(1) 診療待ち時間の改善等 

① 待ち時間の実態調査を踏まえ、患者ニーズを把握した上で待ち時間

の改善を行う。 

 

② 手術室の効率的な運用により手術の待機日数短縮に努める。 

 

・手術室の現状分析とベンチマーク分析を行い、効率的な運用を図る。 

 

③ 検査機器の稼働率の向上により検査待ちの改善を図る。 

 

(2)  患者・来院者のアメニティの向上 

① 患者・来院者により快適な環境を提供するため、計画的に病室、待

合室、トイレ及び浴室などの施設の改修・補修を実施する。 

 

② 患者への病状説明や手術後の説明に当たっては、プライバシー確保

に配慮した部屋の設置等、環境整備を進める。 

 

(3)  医療情報ライブラリー（患者図書室）の設置  

研修センターに図書館を設置し、患者図書室を併設する。  
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(4) 患者の利便性向上 

① 医療費の支払いにクレジットカードを一部導入し、受診者の利便性

の向上を図る。 

   

(5) ボランティアとの協働によるサービス向上 

地域におけるボランティア活動と連携協力し、患者・サービス向上のた

め、ボランティアの受け入れを進める。 

 

(6) 職員の接遇向上  

    患者に選ばれる病院、患者が満足する病院であり続けるため、全職員

が参加する接遇研修等により、病院全体の接遇マナー向上に努める。 

 

３ 市の医療施策推進における役割の発揮 

 

(1) 市の保健行政との連携 

市民の健康増進を図るため、予防医学推進の観点から市の機関と連

携・協力して、人間ドック、特定健診、がん検診等を実施する。また

新設の健診センターを活用し各種健康診断事業の拡大強化を図る。 

 

(2) 災害時における医療協力 

災害時には、災害の医療拠点として、患者を受け入れるとともに、必

要に応じ医療スタッフを現地に派遣して医療救護活動を実施する。 

また、市が実施する防災訓練に積極的に参加し、災害時に迅速に対応

できる体制を整える。 

 

(3) 新型インフルエンザ対策 

   新型インフルエンザの発生に備え対策委員会を中心に、発生時には県、

市、医師会等と協力し適切な対応を行う。 

   

(4) 市民への保健医療情報の提供・発信 

医療に関する専門分野の知識を生かした市民対象の公開講座の開催

や講師の派遣依頼に積極的に対応するとともに、ホームページ等を活用

した医療情報の提供など、保健医療情報の発信及び普及啓発に取り組む。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 法人としての運営管理体制の確立 

市立病院の運営が的確に行えるよう、理事会及び事務局などの体制を整備す

るとともに、効率的・効果的な運営管理体制を構築する。 

また、中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標の着実な達成に向

けて実施計画を作成し、毎月の収支報告を踏まえた経営分析等を行い、機動的

な運営を行う。 
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(1) 経営、医療、医療支援が適切に連携し機能するよう組織体制を見直す。 

 

(2)経営管理機能強化のため、診療科別損益計算を実施し経営方針の参考に資

する。 

   

(3) 組織目標達成のため、部門別の実施計画を策定する。 

 

２ 効率的・効果的な業務運営 

 

(1) 業務執行体制の見直し 

医療需要の変化に迅速に対応し、医師等の配置を弾力的に行うことや、

常勤以外の雇用形態も含めた多様な専門職の活用を図ることにより、効果

的な医療を提供する。 

 

      ①医事課の入院算定事務を強化し、施設基準、各種加算、指導料等の取 

得を徹底する。 

  

  ②診療情報管理室を強化しがん登録、病歴管理を徹底しがん統計、診療 

統計を充実させる。 

  

  ③ベッドコントロール室を新設し、入退院の調整や効率的な病床運営を 

目指す。 

  

  ④入院前調整センターを新設し、入院前の検査、持参薬管理等を円滑に 

行っていく。 

 

 (2) 職員の職務能力の向上 

   ① 医療スタッフの職務能力の高度化・専門化を図るため、先進医療機

関への研修派遣や院内外の講師を招聘した職員研修を実施する他、資格

取得も含めた教育研修システムを整備する。 

    

 ア 全体研修から部門別、職種別、階層別までを網羅した年度毎の研

修計画を策定する。 

      イ 指導医、後期研修医、看護師、コメディカルの先進医療機関への

長期派遣研修を実施する。 

 

(3) 新人事制度 

職員の業績や能力を的確に反映した人事及び昇任管理を行うため、努力

が報われる公正で客観的な新人事制度を本格実施する。 

    ① 医師以外の職員について 

ア 人事評価の精度向上と定着を図る。 
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② 医師について 

    ア 人事評価制度導入に向けて検討を行う 

 

(4) 予算執行の弾力化等 

中期計画の枠の中で、予算科目や年度間で弾力的に運用できる会計制度

を活用した予算執行を行うことにより、効率的・効果的な事業運営に努め

る。また、複数年契約や複合契約など多様な契約手法を活用し、費用の節

減等を図る。 

 

(5) 収入の確保と費用の節減 

① 収入確保 

   ア 増収対策 

7 対 1 入院基本料の施設基準を維持し、ＤＰＣ分析により適正、効率

的な運用を行い、収益を確保するとともに、適正な病床稼働率を維持

し、高度医療機器の稼働率の向上を図る。 

 

イ 診療報酬改訂に伴い新設された施設基準、各種加算、指導料等の 

取得を徹底する。 

 

ウ 新規に設置された DPC の機能評価係数の内容を検討し係数を高め

るための対策を行う。 

 

平成 22 年度目標 

病床稼働率 入院診療単価 外来診療単価 

91.6 ％       45,953 円 11,661 円 

 

 

 収入確保 

保険診療委員会及びＤＰＣ委員会等を活用して、診療報酬の請求漏

れや減点を防止し、また未収金の未然防止対策と早期回収に努める。 

        

 

② 費用節減 

ア 後発医薬品の採用促進により費用節減に努める。 

      

 

区  分 平成 21 年度実績  平成 22 年度目標値 

後発医薬品投薬使用率 15.0％ 20.0 ％ 
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イ 薬品費、診療材料費の購入単価の低減、適正な在庫管理により費用

節減に努める。 

 

第３ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 

  地方独立行政法人法の趣旨に沿って、市からの運営費負担金の確保を図り、

起債を安定的に活用し、市の病院として公的使命を果たせる経営基盤を維持

していく。 

1  予算（平成 22 年度）                （単位：百万円） 

区  分 金  額 

収入 

  営業収益 

    医業収益 

    運営費負担金収益 

    補助金等収益 

  営業外収益 

    運営費負担金 

    営業外雑収益 

  臨時利益 

  資本収入 

    運営費負担金収益 

    長期借入金 

    その他資本収入 

  その他の収入 

計   

 

          １０，６２８ 

           １０，１７８ 

              ３８８ 

               ６２ 

               ８８ 

               ２３ 

               ６５ 

                ０ 

           １，０５０ 

              ３５２ 

             ６９８       

                  ０ 

０ 

           １１，７６６ 

支出 

  営業費用 

    医業費用 

      給与費 

      材料費 

      経費 

      研究研修費 

        一般管理費 

  営業外費用 

  臨時損失 

  資本支出 

    建設改良費 

    償還金 

  その他の支出 

計 

 

１０，１３６ 

            ９，８３６ 

            ６，２５８ 

            １，８９２ 

            １，６２８ 

                ５８ 

              ３００ 

               ４２ 

                ５ 

           １，１３１ 

              ４６３ 

             ６６８ 

              ３００ 

           １１，６１４   

 

（注１）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 

注 2）給与費のベースアップ率を０％として試算している。 
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[人件費の見積もり] 

        平成２２年度は ６，４９３百万円を支出する。 

         なお、該当金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過

勤務手当及び休職者給与の額に相当するものである。 

 

２収支計画（平成 22 年度）                 （単位：百万円） 

区  分 金  額 

収入の部 

  営業収益 

   医業収益 

   運営費負担金収益 

   資産見返運営費負担金戻入 

   資産見返工事負担金等戻入 

   補助金等収益 

   資産見返物品受贈額戻入 

  営業外収益 

    運営費負担金収益 

    営業外雑収益 

  臨時利益  

１１，０２８ 

           １０，９２９ 

           １０，１６４ 

                      ３８８          

０ 

０ 

                 ６２ 

              ３１５ 

                  ９９ 

                    ２３ 

                  ７６ 

                   ０        

支出の部 

  営業費用 

    医業費用 

給与費 

材料費 

経費 

減価償却費 

研究研修費 

        一般管理費 

   営業外費用 

   臨時損失 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

            １０，９６２ 

           １０，９１５ 

           １０，６１４ 

             ６，２７６ 

             １，８７５ 

             １，７１３ 

                 ６９４ 

                  ５６ 

                ３０１ 

４２ 

         ５ 

                 ６６ 

                  ０ 

                 ６６     

 

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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３資金計画（平成 22 年度）                       （単位：百万円） 

区  分 金  額 

資金収入 

  業務活動による収入 

    診療業務による収入 

    運営費負担金による収入 

    補助金等収入 

    その他の業務活動による収入 

  投資活動による収入 

    運営費負担金による収入 

    その他の投資活動による収入 

  財務活動による収入 

    長期借入れによる収入 

    その他の財務活動による収入 

  前年度からの繰越金  

１３，０４４ 

       １０，７１６ 

       １０，１７８ 

              ４１１ 

                ６２ 

               ６５ 

                ３５２ 

             ３５２       

０ 

           ６９８ 

            ６９８ 

               ０ 

１，２７８   

資金支出 

  業務活動による支出 

    給与費支出 

    材料費支出 

    その他の業務活動による支出 

  投資活動による支出 

    有形固定資産の取得による支出 

    その他の投資活動による支出 

  財務活動による支出 

    長期借入金の返済による支出 

    移行前地方債償還債務の償還に

よる支出 

    その他の財務活動による支出 

   次年度への繰越金 

      １３，０４４ 

１０，１８３ 

６，４９３ 

１，８９２ 

１，７９８ 

７６３ 

４６３ 

３００ 

６６８ 

４４ 

６２４ 

              

０  

１，４３０   

 

 

注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 

 

第４ 短期借入金の限度額 

 １ 限度額 １，０００百万円 

 ２ 想定される短期借入金の発生理由 

 （１）運営費負担金の受け入れ遅延等による資金不足の対応 

 （２）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等偶発的な出資への対応 

 

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   なし 

第６ 剰余金の使途 
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   決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備、医療機器の購入等

に充てる。 

 

第７ その他業務運営に関する重要事項 

１ 施設整備の推進 

 

 

第８ 那覇市地方独立行政法人法の施行に関する規則（平成 20 年那覇市規則

第 4 号）第５条で定める事項 

 

１ 施設及び設備に関する計画（平成２２年度） 

   

   
 

施設及び設備の内容 

 

予定額 

 

財 源 

病院施設（健診センタ－

の設置）、医療機器等整備 

 

総額４６３百万円 

 

 

那覇市長期借入金等 

 

 

2 中期目標の期間を超える債務負担 

 

 (1) 移行前地方債償還債務                   (単位：百万円) 

 

年度項目 

 

H20 

 

H21 

 

H22 

 

H23 

中期目標 

期間償還額 

次期以降 

償還額 

総債務 

償還額 

移行前地方 

債償還債務 

 

711 

 

690 

 

623 

 

610 

 

2,634 

 

873 

 

3,507 

 

 

 (2) 長期借入金                             (単位：百万円) 

年度項目 H21 H22 H23 中期目標期間償

還額 

次期以降償還額 総債務償還額 

長期借入 

金償還金 

 

0 

 

44 

 

108 

 

152 

 

1,008 

 

1,160 

 

 

(3) リース債務                      （単位：百万円） 
  

  

償還期間 

中期目標期間

事業費 

次期以降事業費  

総事業費 

医療機器等 平成 20 年度～ 

平成 23 年度 

 

259 

 

371 

 

630 

 


